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1. 事業の目的 

多くの利用者が情報を収集・閲覧するプラットフォームサービス等のインターネット上では、

偽・誤情報の流通・拡散に伴うリスクが急速に拡大しています。特に、災害時の情報収集や、民

主主義の根幹である選挙等において、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等を利用

した情報発信・収集が活発化する中で、ＡＩを利用した精緻・巧妙な偽・誤情報（画像、映像、

音声等）の流通・拡散に伴うリスクをはじめ、偽・誤情報の流通・拡散に伴うリスクが増大して

います。偽・誤情報の流通・拡散により、利用者が多様な情報を基に物事を正確に理解し適切な

判断を下すことが困難になり、利用者が安心・信頼してデジタルサービスを利用することができ

なくなる可能性があります。 

これらの状況を踏まえ、総務省では、インターネット上の偽・誤情報の流通・拡散リスクへの

対策に資するため、対策技術の開発・実証を実施し、より迅速に利用者が安心・信頼してデジタ

ルサービスを活用できる環境の実現に向けた社会実装を推進することとしました。 

上記の目的のため、必要となる調査研究の事務局として PwCコンサルティング合同会社（以下

「事務局」という。）を選定するとともに、インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開

発・実証の実施を希望する団体を、このたび一般に広く募ることとしました。 

 

2. 公募内容等 

(1) 公募内容 

インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業（以下「本開発・実証」とい

う。）における技術開発主体を公募します。 

本開発・実証事業の対象とする技術区分としては具体的には以下を想定しています。技術区分

の詳細は別添 1を参照してください。 

 

【技術区分】 

1. コンテンツの真偽判別支援技術 

2. 真正性保証・信頼性判断支援・改ざん検知支援技術 

3. 情報流通状況の可視化・分析技術 

4. 情報の拡散を防止・抑止する技術 

 

提案する事業が複数の技術区分に該当する場合には、提案内容において該当する技術区分をす

べて選択してください。（詳細は 4.応募等（3）応募手続等をご参照ください。） 

ただし、一つの提案においては、提案する技術全体として一貫性・統合性のあるものとしてく

ださい。技術区分が複数に跨ること自体は問題ありませんが、技術的な関連性のない複数の技術

を一つの提案にまとめて応募することはできません。それぞれ独立した技術については、別々の

提案として応募してください。 

なお、提案事業が上記の区分のいずれに該当するかが不明な場合には、事前に事務局に相談、

確認の上、応募してください。 

 

(2) 業務委託（請負）費 

1件あたり 2億円（税込）以内を目安とします。 

※技術開発主体が提出する資金計画書の妥当性等も踏まえて、支弁する金額を決定します。ま

た、下記(3)のとおり採択予定数および採択合計額に限りがあるため、応募状況によっては 1件

あたりの採択金額が上限を大きく下回る場合があります。 
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※提案にあたっては、目安金額にとらわれず、提案内容に見合った適切な費用を積算してくださ

い。なお、採択先の選定においては提案内容の経済性も評価の対象となります。 

 

(3) 採択予定数、採択合計額 

採択数は 10件程度、採択合計額は 15億円（税込）以内を予定しています。 

 

(4) 事業スキーム 

本開発・実証は、以下の事業スキームに基づき実施します。 

事務局（PwCコンサルティング合同会社）は、総務省の指示に基づき、技術開発主体と業務委

託（請負）契約を締結します。 

 

 
 

(5) 委託期間 

契約締結日から令和 9年 3月 15日（月）まで 

 

3. 業務内容 

本件は補助事業ではなく、委託契約に基づく業務です。委託費は、契約に基づいて実施された

開発・実証業務の対価として支払うものであり、補助金のような助成金ではありません。したが

って、経費執行、証憑管理、成果物の提出その他の取扱いについては、委託契約に従っていただ

く必要がありますので、十分ご留意ください。ss 

 

(1) 業務事項 

採択を受けた技術開発主体は、①～⑥までの事項を実施してください。 

 

① インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発 

 インターネット上の偽・誤情報等の対策技術について適切な開発手法を検討し、それを実行

すること。 

 昨今、文章、画像、音声、動画など複数のモーダルを組み合わせた偽・誤情報（マルチモー

ダルな偽・誤情報）による被害が顕在化している。こうした状況を踏まえ、マルチモーダル
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な偽・誤情報への対策にも資する技術を視野に入れるとともに、今後生じ得る新たな手口に

も柔軟に対応できる拡張性を備えた提案であることが望ましい。 

※ 企画提案書においては、5.委託先の選定 (1)委託予定先の選定 ②評価基準に示す評価の観

点を十分に踏まえ、具体的な実施内容を提案すること。 

 

② インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の有効性等に関する検証及び調査 

 インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発にあたり、その有効性を定量的に検証

するとともに、社会実装に向けた課題の解消に関する調査・検討等を行うこと。 

 なお、定量的な評価にあたっては、開発技術を検証するための指標だけでなく、社会実装に

向けた効果検証を意識した指標を事務局と協議して設定した上で、適切な検証手法を検討す

ること。 

 また、検証にあたっては、導入先として想定されるユーザー等の協力を得て実環境に近い条

件で実証を行うなど、社会実装を見据えた実効性の高い検証を行うことが望ましい。 

※ 企画提案書において、5.委託先の選定 (1)委託予定先の選定 ②評価基準に示す評価の観点

を十分に踏まえ、具体的な実施内容を提案すること。 

 

③ インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の社会実装に向けた取組 

 インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の社会実装に向けて、導入先となるユーザー

や関係するステークホルダーへのヒアリング、ビジネスモデルの検討等を行い、適宜必要と

なる調査を実施すること。 

 加えて、ユーザーへの導入提案やパイロット導入の打診等、具体的な営業活動や普及活動の

試行にも取り組むこと。 

 なお、対策技術の社会実装に向けた取組にあたっては、国内での導入を見据えた取組だけで

なく、グローバルでの展開や国際標準等の取組も含まれていることが望ましい。 

※ 企画提案書において、5.委託先の選定 (1)委託予定先の選定 ②評価基準に示す評価の観点

を十分に踏まえ、具体的な実施内容を提案すること。 

 

④ 成果発表会への出展 

 令和 9年 2～3月頃に開催を予定している本開発・実証に係る成果発表会（東京都内にて対

面開催予定）に出展し、本開発・実証期間に得られた成果の発信を行うこと。また、成果発

表会に係る資料作成や当日準備等を行うこと。具体的には、パンフレット等の形式で来場者

へ配布されることを見据えた展示ポスターの作成、ブース展示でのデモやプロトタイプの公

開、来場者向けのプレゼンテーションの実施、周知・広報に向けた動画の作成等を行うこ

と。詳細については採択後に指示する事項に従うこと。 

 加えて、関連する企業・団体への呼び込み等、成果発表会の周知・広報に協力すること。 

 なお、成果発表会に関わらず、本開発・実証期間に本事業に関する各種イベントを開催する

場合がある。その際も、上記成果発表会と同様に各種対応に協力すること。 

 

⑤ 普及啓発活動への協力 

 本開発・実証の成果について、メディア対応やイベント開催、学会参加等を通じて、積極的

に普及啓発活動に取り組むこと。また、本開発・実証期間の終了後も含め、総務省が実施す

る本開発・実証の成果の普及啓発活動にあたって、本開発・実証内容に関する資料提供等の

協力を行うこと。 

 

⑥ 成果報告書及び社会実装実施計画書等の作成 

 成果報告書については、上記①～⑤の実施内容や成果等について、指示する報告様式に沿っ

て、特段の専門知識を有することなく容易に理解できる表現で文書化し、報告書を作成する

こと。詳細については採択後に指示する事項に従うこと。 
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 社会実装実施計画書については、事業化に向けた実効的な取組計画、事業化活動、体制、資

金、及び社会実装する際の製品、サービス又はシステム要件を記述すること。詳細について

は採択後に指示する事項に従うこと。 

 作成した成果報告書等をもとに令和 9年 2～3月頃に開催する成果報告会にて発表するこ

と。なお、成果報告会に先立ち、令和 8年 9月頃を目途に、本開発・実証の進捗状況及び課

題等をとりまとめた中間報告書を作成し、中間報告会にて発表すること。 

 いずれも詳細については採択後に指示する事項に従うこと。 

 

(2) 納入成果物 

技術開発主体は、本開発・実証の成果等について、指示する報告様式に沿って、以下の①～⑤

の資料を作成し、別途指定する納入期日及び納入場所に技術開発主体内の了解を得て取りまとめ

を行ってください。成果報告書の添付資料及び個人情報等を除き、公開することを前提として作

成してください。 

 

① 中間報告書 

 令和 8年 9月頃の時点における本開発・実証の進捗状況及び課題等について、特段の専門知

識を有することなく容易に理解できる表現で文書化すること。Microsoft PowerPoint を使用

して、A4・5～10ページ程度（添付資料を含まない。）で作成してください。 

 なお、令和 8年 9月頃に予定される中間報告会での発表資料として使用します。 

 様式やページ枚数等の詳細については採択後に別途指示する場合があります。その場合は指

示する事項に従ってください。 

 

② 成果報告書 

 最終的な本開発・実証の実施内容及びその成果等について、特段の専門知識を有することな

く容易に理解できる表現で文書化すること。Microsoft PowerPointを使用して、A4・30～

100ページ程度（添付資料を含まない。）で作成してください。 

 様式やページ枚数等の詳細については採択後に別途指示する場合があります。その場合は指

示する事項に従ってください。 

 

③ 成果報告書 概要版 

 成果報告書を要約した概要版について、Microsoft PowerPoint を使用して、A4・10～20ペ

ージ程度（添付資料を含まない。）で作成してください。 

 なお、令和 9年 3月頃に予定される成果報告会での発表資料として使用します。 

 様式やページ枚数等の詳細については採択後に別途指示する場合があります。その場合は指

示する事項に従ってください。 

 

④ 成果報告書 簡易版 

 主たる本開発・実証の成果及び今後の課題等について、Microsoft PowerPoint を使用して、

A4・1ページで作成してください。 

 様式については採択後に別途指示する場合があります。その場合は指示する事項に従ってく

ださい。 

 

⑤ 社会実装実施計画書 

 社会実装に向けた取組等の計画について、Microsoft PowerPointを使用して、A4・10～30

ページ程度（添付資料を含まない。）で作成してください。 
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 なお、本社会実装実施計画書に基づく取組状況や実績については、本開発・実証が終了した

翌年度以降も、総務省が必要に応じてフォローアップを行い、随時報告を求めることがあり

ます。 

 様式やページ枚数等の詳細については採択後に別途指示する場合があります。その場合は指

示する事項に従ってください。 

 

4. 応募等 

(1) 応募資格者の要件 

応募者である技術開発主体は、以下の全ての要件を満たしていること。技術開発主体としてコ

ンソーシアムを組成する場合には、事業の取りまとめを行う代表機関を定め、当該代表機関は、

本実施要領に定める一義的な責任を負うものとします。 

なお、開発・実証の実効性を高める観点から、導入先となるユーザーが提案時点で実施体制に

含まれていることが望ましい。 

 

・ 技術開発主体は、本開発・実証について、開発・実証の企画・立案及び適切な進行管理を行

う能力・体制を有していること。 

・ 技術開発主体は、プロジェクトの進捗管理等に必要な経験又は同等の能力を有する体制を確

保するとともに、技術開発主体に本開発・実証規模相当のプロジェクトを統括する等の実績

のある者を業務統括責任者にすること。なお、業務統括責任者は以下の要件を満たすものと

します。 

➢ 本開発・実証の進捗管理等、本開発・実証を統括するとともに、事務局並びに総務省の

求めに応じて事業の内容の説明等を行う責任をもつこと。 

➢ 技術開発主体に常勤的に所属しており、国内に在住していること。 

➢ 本開発・実証の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること。 

➢ 本開発・実証の遂行に際し必要な高い見識、本開発・実証全体の企画調整・進行管理能

力、及び、本開発・実証規模相当のプロジェクトを統括する等の実績を有していること

（長期出張、人事異動、定年退職等により応募者を離れることが見込まれる場合は、業

務統括責任者になることを避けること。）。 

・ 技術開発主体は、「経理責任者」を１名設置し、法人・団体・個人等への経理処理証憑等の

提出の指示・取りまとめを行い、事務局宛の期限内の提出や提出内容の正確性への責任を持

つこと。 

・ 本開発・実証の遂行にあたり、技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外

注先において適切な管理運営を行う能力・体制（情報セキュリティ対策責任者・個人情報保

護・管理責任者、情報保全監督責任者等の設置を含む。）が構築されていること。 

・ 開発・実証団体（コンソーシアム）を組織して本開発・実証を行う場合は、参加する全ての

機関が同意していること。 

・ 技術開発主体は、民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、

地方公共団体、NPO法人、協同組合等の国内の法人格を有していること。 

・ 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先が、総務省の物品の製造契

約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中

でないこと。 

・ 業務委託契約の締結にあたっては、提示する業務委託（請負）契約書に合意できること。業

務の実施について、総務省及び事務局の指示に従うこと。 

・ 再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先との契約にあたっては、事務局と技術開発

主体間で締結する契約書を準用すること。 
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・ 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先が予算決算及び会計令第 70

条及び第 71条の規定に該当しない者であること。 

・ 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先が暴力団排除対象者に該当

しない者であること。暴力団排除対象者の該当者を以下に示します。 

➢ 契約の相手方として不適当な者。 

 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

3年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員 

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き。 

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

➢ 契約の相手方として不適当な行為をする者。 

 暴力的な要求行為を行う者。 

 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 

 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 

 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 

 その他前各号に準ずる行為を行う者。 

・ 暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託等の相手方としないこと。 

・ 『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』（ビジネスと人権

に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議）を踏まえた人権尊重に取り

組むよう努めること。 

➢ 『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』 

➢ URL : https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf 

・ 応募時点において、技術開発主体が、適格請求書発行事業者（消費税法（昭和 63年法律第

108号）第 57条の 2 第 1項による登録を受けた事業者）であること。また、消費税法第 57

条の 6の規定に違反しないことを宣誓すること。 

 

(2) 応募から業務委託契約までの流れ 

令和 8年 4月 22日（水） 14時 受付開始 

令和 8年 5月 1日（金） 13時 公募説明会 

令和 8年 5月 22日（金） 正午 企画提案書提出締切 

令和 8年 6月中旬頃 外部有識者による評価等 

令和 8年 6月下旬頃 採択案件の発表 

令和 8年 7月上旬頃 事務局との契約締結、本開発・実証開始 

 令和 8年 9月中旬頃 中間報告会の開催 

令和 9年 1月下旬頃 成果報告書案等の一次提出 

令和 9年 2～3月頃 成果発表会及び成果報告会の開催 

※採択候補先の選定状況等によって多少前後する場合がある。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf


 

7 

 

(3) 応募手続等 

① 応募の区分 

提案書類を提出する電子メール内に、ア. 提案主体区分と、イ. 技術区分について、下記の内

いずれに該当する提案であるかを明記してください。 

また、令和 7年度「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」の採択

を受けた提案主体（以下「前年度採択された提案主体」という。）と今年度新規採択を希望する

提案主体（以下「今年度新規採択を希望する提案主体」という。）では適用される審査基準が異

なるため、提案主体区分は正確に記載してください。 

なお、ア. 提案主体区分について、前年度採択された提案主体であっても、今年度開発する技

術が前年度と全く異なる場合には、「今年度新規採択を希望する提案主体」を選択ください。ま

た、前年度採択された提案主体のうち、研究・調査主体として採択された組織に所属している場

合は、「今年度新規採択を希望する提案主体」を選択ください。 

イ. 技術区分は該当する区分すべてを選択してください。応募書類内で技術区分を記載いただ

く箇所がありますので、該当する区分が正しくすべて選択されているか、提出前に十分ご確認く

ださい。 

 

ア 提案主体区分（単一選択） 

・ 前年度採択された提案主体 

・ 今年度新規採択を希望する提案主体 

 

イ 技術区分（複数選択可） 

1. コンテンツの真偽判別支援技術 

2. 真正性保証・信頼性判断支援・改ざん検知支援技術 

3. 情報流通状況の可視化・分析技術 

4. 情報の拡散を防止・抑止する技術 

 

※ア. 提案主体区分、イ. 技術区分いずれについても、事務局より確認をさせて頂く場合がござ

います。 

 

② 応募方法 

本開発・実証の事務局に③に示す提出書類（電子媒体）を電子メールで提出してください。 

提出先は以下のとおりです。 

 

〒100－0004 東京都千代田区大手町一丁目 2番 1号 Otemachi One タワー 

公共事業部 

「総務省 インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」事務局 

担当：下山、橘、尾﨑、内藤 

 

【提出・連絡先】jp_cons_r8kobo_nisegojyoho_atmark_pwc.com 

 

※ 迷惑メール対策のため、「 @ 」 を 「_atmark_」と表示しています。送信の際には「@」に

変更してください。 

※ 郵送、持ち込みでの提出は不可とします。 

※ メールの件名は「応募書類一式の提出：令和 8年度インターネット上の偽・誤情報等への対

策技術の開発・実証事業（企業・団体名）」としてください。（例：「応募書類一式の提

出：令和 8年度インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業（PwCコン

サルティング合同会社）」） 
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※ いずれの提出書類についても、PDF化等形式の変更を行わず、配布されたファイル形式

（Microsoft Word/Excel/PowerPoint）のまま提出してください。 

※ 提出書類の合計サイズが 10MBを超える場合には、事前に上記連絡先に相談し、提出方法に

ついて指示を受けてください。なお、締切当日や前日等直前にご連絡いただいても資料を受

け付けられない場合がありますので、一週間前程度、余裕をもってご相談ください。 

 

③ 応募書類 

 

 （様式 1）企画提案書等 

 （様式 2）企画提案書概要版(事業スケジュール含む) 

 （様式 3）業務従事者の適格性に係る資料 

 （様式 4）業務の実施体制及び管理体制 

 （様式 5）資金計画書 

 

※ 様式 3については、技術開発主体分に加えて、再委託先等分（再々委託先等を含む。）及び

外注先分についても提出が必要です。（クラウドサービス等提供事業者分の作成は不要で

す。）また、記載方法については、指定のフォーマットを参照ください。 

 

④ 募集期間 

令和 8年 4月 22日（水）14時 ～ 同年 5月 22日（金）正午 

 

⑤ 応募にあたっての注意事項 

a. 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。 

b. 以下の場合には応募は無効となりますので、御注意ください。 

・ 応募資格を有しない者が提案書を提出した場合 

・ 提案書に虚偽が認められた場合 

c. 本開発・実証の応募の締切に遅れた場合には、受け付けません。 

d. 本実施要領に記載している方法以外による応募書類の提出は受け付けません。 

e. 応募受付期間終了後の提案書その他応募内容に関する修正には応じられません。 

f. 上記のほか、本開発・実証に係る特記事項は以下のとおりです。 

・ 本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業（公募中のものを含む。以下同じ）と、本開

発・実証における経費は明確に区分してください。本開発・実証以外の委託事業又は補助金

事業と、本開発・実証において使途が同一の経費が含まれる場合は、提案全体を無効としま

す（採択後に判明した場合、採択を取り消します。） 

・ 本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業について、使途が同一の経費が含まれないこと

を明らかにするため、本開発・実証及び本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業との役

割分担を記載してください。 

・ 本開発・実証と本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業の間の役割分担に係る記載が不

十分又は不正確と判断される提案は無効とします。 

・ 本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業と本開発・実証において使途が同一の経費が含

まれない場合であっても、本開発・実証の採択が本開発・実証以外の委託事業又は補助金事

業の遂行の前提となることが見込まれる提案、及び、本開発・実証以外の委託事業又は補助

金事業若しくは交付金事業の採択が本開発・実証の実施の前提となることが見込まれる提案

は無効とします。 

・ 本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業において取得した財産を本開発・実証に利用し

ようとする場合、委託事業にあっては当該事業の契約その他により定められた財産の管理方

法の条件等、補助金事業にあっては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 

30 年法律第 179 号）の規定及び交付決定時に付された条件等に反しないことが求められま
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す。総務省及び事務局は、本開発・実証以外の委託事業又は補助金事業との間の調整等には

一切関知することができないので、提案に際し十分に留意又は確認してください。 

 

(4) 説明会の開催 

当該公募に係る内容、契約に係る手続、提案書類等について説明するため、以下のとおり説明

会を開催します。説明会への出席は、義務ではありません。ご希望の方は、以下の Web 入力フ

ォームからお申し込みください。 

（https://forms.cloud.microsoft/r/97ttTZSy0b） 

申込の締切は、令和 8年 4月 30日（木）14時です。申込者多数の場合は、期限を待たず、応

募を締め切る場合があります。参加申込された方には Web 会議への接続方法等を、同年 4月 30

日中を目途にご登録いただいたメールアドレス宛に別途ご連絡します（公募説明会の参加資格が

ない方、申込に不備があった方には、連絡等の送付ができずご参加いただけません）。 

 

【説明会開催要領】 

（１）日時 令和 8年 5月 1日（金）13時 ～ 14時（最大） 

（２）開催方法 Webexを予定 

（３）対象者 

・ 公募説明会は公募に応じる可能性がある事業者等を対象としています。それ以外の方の参加

はご遠慮ください。 

（４）注意事項 

・ 公募説明会への参加申込をした時点で、以下に掲げる事項に同意されたものとみなしますの

で、ご了承の上、お申し込みください。 

➢ プロバイダメールアドレス又はフリーアドレスで登録された場合、公募説明会にご参加

いただくことはできかねます。所属先のビジネス用個人メールアドレスをご登録くださ

い。 

➢ 参加者管理の観点から、参加を希望される方お一人につき 1件ずつご登録ください。 

➢ 接続に関して技術的なお問い合わせには対応いたしかねます。 

➢ 公募説明会の録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロード、また資料の無断

転用は固くお断りいたします。 

➢ 事務局は、公募説明会の模様及び内容を録音及び録画し、その記録を保存することがで

きるものとします。公募説明会の参加にあたっては、事務局による録音・録画及びその

記録の保存に同意いただく必要があります。なお、録音・録画データの参加登録者への

共有は行いません。 

 

(5) 情報等の提供（公開） 

採択された個々の開発・実証事業に関する情報（開発・実証件名、概要、技術開発主体名、実

施期間等）は、一般に公開する可能性があるため、あらかじめご了承ください。 

 

5. 委託先の選定 

(1) 委託予定先の選定 

① 審査について 

委託予定先の選定は、外部専門家等で組織する評価委員会において、②の評価基準に基づいて

行います。審査にあたっては、ヒアリングを実施する場合があります。なお、ヒアリングの時間

は別途担当者より御連絡いたします。また、必要に応じて、提案書類（資金計画書を含む。）の

https://forms.cloud.microsoft/r/97ttTZSy0b
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修正や、追加資料等の提出を求める場合があります。提案書に記載された個人情報、知的財産に

係る情報等を保護する観点から、審査内容は公表しません。 

 

② 評価基準 

審査は、下記のア.加点項目に記載の評価基準をもとに実施します。なお、前年度採択された

提案主体については、イ. 加点・減点項目の審査対象となることにも留意してください。 

 

ア 加点項目 

 
分類 評価基準 

全体評価 実施要領に定めた要件への充足 

・ 実施要領で定めた全ての項目に対して具体的な提案が示されているか 

・ 実施要領に定める応募書類が全て提出され、記載事項に漏れや不備がないか 

業務遂行に係る

計画・費用の適

切性 

業務推進体制・実施スケジュールの適切性 

・ 各種手続きを含む業務全体を確実に遂行できる体制・人員配置が適切かつ具体的に

示されているか 

・ 業務遂行に関するスケジュールが適切に示されているか 

提案内容の経済性 

・ 提案内容に対して見積金額に納得感があり、費用対効果の高さが読み取れるか 

KPI として定め

る観点 

技術開発面での KPI の観点 

・ 開発・実証の対象となる技術の達成度合いが定量的に評価できるような KPI の観点

が適切に定められていること 

(例：偽・誤情報の検知率、削減率 等) 

・ また、KPI の目標水準と難易度が明示され、その設定根拠が第三者にも理解できる

形で説明されていること 

社会実装面での KPI の観点 

・ 社会実装を進める上でのビジネス視点・ユーザー視点での達成度合いが定量的に評

価できるような KPI の観点が適切に定められていること 

（例：実証参加ユーザー数、導入意向率、対象業務に要する時間削減率 等) 

・ また、KPI の目標水準と難易度が明示され、その設定根拠が第三者にも理解できる

形で説明されていること 

技術の有効性・

応用力 

技術の新規性・期待成果の明確さ 

・ 開発・実証による期待成果が明確か 

・ 従前のソリューションや研究開発等との違いが明確か 

技術の横展開の可能性 

・ 開発・実証の成果として得られる技術等が、提案主体だけでなく、幅広い主体に利

用可能なものか 

多様な偽・誤情報への実効性のある対応力 

・ 開発・実証の対象とする偽・誤情報に対して、高度かつ精度の高い対処が可能か 

・ 対象以外の多様な偽・誤情報や新たな手口の出現にも対応しうる技術的な柔軟性・

拡張性があるか 

社会実装の実現

性 

社会実装に向けた課題解決 

・ 社会実装に向けた課題に応える提案内容になっているか 

社会実装に向けた体制 

・ 技術の実用化や利用の主体が開発・実証の体制に含まれるか 

・ 上記による開発・実証後の円滑な社会実装が見込まれるか 

社会実装に向けた拡がり 

・ 対象技術が、幅広い主体が利用可能なものか 

・ 日本国内にとどまらず、グローバルな展開・社会実装を目指せる技術であるか 

・ 開発・実証成果が、幅広い主体の利用の後押しになるか 
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分類 評価基準 

市場の成熟度に対する理解 

・ 当該技術・サービスが置かれている市場環境を踏まえ、社会実装上の障壁を具体的

に整理できているか 

・ 障壁を整理したうえで、社会実装・普及に必要な条件を特定できているか 

・ 上記を踏まえ、 実証の位置づけ・目標設定が妥当な形で設計されているか 

ビジネスモデルの検討状況 

・ 社会実装を進める上での、ターゲット市場や顧客価値の明確化、ターゲット・ステ

ークホルダー分析等が具体的に示せているか 

・ 商品化・商用化等に向けた道筋や普及の方向性について、現時点で具体的なイメー

ジが描けているか 

・ 費用対効果/事業採算性の検討等が適切に行えているか 

 

イ 加点・減点項目【前年度採択された提案主体のみ】 

前年度採択された提案主体を対象に、下記の評価基準に基づき、アの得点からの加点または

減点を実施します。 

 
分類 評価基準 

加 点 ・ 減

点項目 

前年度開発・

実証を踏まえ

た進展、新規

性 等 

前年度開発・実証の成果及び進展状況 

・ 前年度開発・実証における成果品質(特許やプロダクト等)が高いか 

・ 前年度成果を踏まえた現時点での新たな進展があるか 

前年度開発・実証を踏まえた新規性 

・ 前年度開発・実証を踏まえた課題の具体的な改善案が示されているか 

・ 今年度提案における新たな提案要素や独自要素があるか 

 

③ 委託予定先の選定方法 

上記の評価基準に基づいて総合的な評価を行います。提案書を作成する際は、上記を参照の

上、記載を盛り込んでください。 

選定の際、委託予定先に対し、必要に応じて、本開発・実証の実施にあたり、提案内容の修正

を求める等、評価委員会の意見等を踏まえ、留保条件を付す場合があるものとします。留保条件

の全部又は一部が実行できないと総務省が判断したときは、委託予定先としないことがありま

す。 

 

④ 委託予定先との契約締結が不可になった場合等の対応 

委託予定先の選定後、留保条件の全部又は一部が実行できない場合等、委託予定先との契約締

結が不可になった場合は、当初の委託予定先の提案書以外の提案書から委託予定先を改めて選定

します。 

 

(2) 選定結果 

選定結果は、評価委員会終了後に応募者である技術開発主体に通知します。なお、前述の通

り、委託予定先として選定する場合は、必要に応じて、本開発・実証実施にあたって、留保条件

を付す場合があります。留保条件の全部又は一部が実行できないと総務省又は事務局が判断した

ときは、委託予定先としないことがあります。また、委託予定先名を総務省のホームページで公

表します。なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内容等

に関する照会には応じません。 

 



 

12 

 

6. 業務委託契約の締結 

(1) 業務委託契約の締結 

① 実施計画書の作成 

委託予定先決定後、技術開発主体に実施計画書の作成を依頼します。実施計画書は、採択通知

後に事務局より指定する様式にて作成してください。当該実施計画書は、業務委託（請負）契約

書の一部とします。なお、原則として申請者都合による内容の変更は一切認めないものとしま

す。申請者都合により実施計画書の全部又は一部の遂行が困難と判断される場合は、採択を取り

消す場合があります。 

業務委託の委託額（上限）は、評価委員による提案書の評価結果、技術開発主体が提出する資

金計画書の妥当性なども踏まえて決定します。なお、資金計画書に記載した金額に満たない額

を、委託額（上限）とする場合があります。 

実施計画書は、レビュー及び技術開発主体による反映を行った後、総務省の承認を得て確定し

ます。 

 

② 業務委託（請負）契約の締結 

事務局から技術開発主体への再委託にあたっては、総務省による再委託の承認が必要となりま

す。 

このため、実施計画書の確定後、事務局が総務省に対して、事務局から技術開発主体への再委

託の承認申請手続を行います。その際、採択された技術開発主体に対し、必要に応じ追加資料の

提出を求めることがあり、追加資料の提出を求められた技術開発主体は、これに応じるものとし

ます。総務省から再委託の承認が下りたのち、事務局と採択された技術開発主体との契約手続を

行います。 

ただし、実施計画書の作成完了又は再委託等の承認申請に必要な書類の提出が遅れた場合、契

約締結が遅延し、結果として委託期間が短縮されることがありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

なお、応募資格者の要件に記載のとおり、業務委託契約の締結に当たっては、「提示する業務

委託（請負）契約書に合意できること。」と定めていますので、契約書における文言の変更や追

加等については対応いたしかねます。実施計画書確定後であっても、技術開発主体、再委託先等

（再々委託先等を含む。）及び外注先が、公募要件等を満たさないことが判明し又は満たさない

と疑われる場合には、技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先に対して

是正を求めることができるものとします。この場合において、総務省から再委託についての承認

が得られない場合又は事務局が相当と判断する場合は、事務局は、何らの負担・責任を負うこと

なく採択を取り消すことができるものとします。 

委託予定先との契約締結が不可になった場合は「5. 委託先の選定」の選定方法に基づいて、

当初の委託予定先の提案書以外の提案書から委託予定先を改めて選定します。 

 

(2) 契約上支払対象となる経費 

① 対象経費 

経費計上は、本開発・実証に直接必要な経費に限り、実施計画書に基づいて行われていること

を要します。計上できる経費は、原則として契約期間中に発注し、かつ支払が完了したものに限

ります。ただし、費用区分によっては、検収ベース等による計上を認める場合があります。詳細

は配布する経理処理マニュアルを参照ください。 

なお、経費計上には証憑書類が必要になります。支払を証明できる証憑書類等が整備されてい

なければ、原則、必要な費用として認められませんので注意してください。 
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応募書類と併せて、詳細を記述した経理処理マニュアル（案）を公開しておりますが、採択先

決定後に改めて経理処理マニュアルを配布いたします。技術開発主体、再委託先等（再々委託先

等を含む。）はその内容に従って適切に経理処理を実施してください。 

 

ア 物品費 

a. 設備備品費： 

本開発・実証の実施に直接必要な設備・物品の製作又は購入に係る経費、耐用年数１年以

上かつ取得価格が 10 万円以上の物品とします。ただし、原則、リース・レンタル等で経費

が抑えられる場合は、経済性等の観点からリース等で対応してください（借料に計上するこ

と。）。また、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ等、本開発・実証以外に汎用的に

利用可能な設備備品は対象外とします。リースなどで調達できない理由及び継続利用の計画

を記した理由書の提出を必須とし、事務局が特に必要があると認める場合に限り、対象経費

とします。 

b. 借料： 

物品等の借料。本開発・実証の実施に直接必要な物品をリース・レンタルにより調達する

場合に要する経費（本開発・実証のために直接必要であって、技術開発主体又は第三者所有

の実験装置、測定機器その他の設備、備品等の使用料）。リース期間が事業期間を上回り、

事業終了後も使用する場合は、本開発・実証終了後にかかるリース費用については、自己負

担になります。 

c. 消耗品費： 

本開発・実証の実施に直接必要な物品（使用可能期間が１年未満のもの）の製作又は購入

に係る製造原価又は購入に要する経費。また、文房具等、本開発・実証以外の汎用的に利用

可能な消耗品は対象外とします。 

 

イ 人件費 

業務従事者名簿に登録されている、業務従事者の人件費（原則として、本給、賞与、諸手当

（福利厚生に係るものを除く。））。 

 

ウ 謝金 

本開発・実証の実施に必要な知識、情報、意見等の交換や検討のために設置する委員会等（シ

ンポジウム、セミナー、ワーキング・グループ等を含む。）の開催や運営に要する委員等（講演

等を行う外部講師を含む。）への謝金。 

 

エ 旅費・交通費 

本開発・実証の実施に特に必要となる出張等での、業務従事者の旅費（交通費、宿泊費）、学

会参加費等であって、技術開発主体の旅費規程等により算定された経費。また、本開発・実証の

実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のために設置する委員会等（シンポジウム、セミ

ナー、ワーキング・グループを含む。）の開催や運営に要する委員等旅費。加えて、委員会の委

員が本開発・実証の実施に必要な調査に要する旅費（交通費、宿泊費）、学会参加費、その他経

費等の委員調査費。業務従事者の出張旅費は、片道 100 km以上の旅程のものに限り対象としま

す。海外出張は事務局との事前協議に基づき、その必要性が特に認められたものに限り、経費の

対象とします。 

 

オ その他 

a. 工事費、保守費、改造修理費： 

本開発・実証に直接必要なシステム設置に係る工事、装置のメンテナンス、保守費及び改

造修理費であって、事務局との事前協議に基づき、その必要性及び妥当性が認められた経費

のみを対象とします。 
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b. 印刷製本費： 

本開発・実証の実施に直接必要な資料、成果報告書等の印刷、製本に要した経費。 

c. 会議費： 

本開発・実証の実施に直接必要な知識、情報、意見等の交換、検討のために設置する委員

会等（シンポジウム、セミナー、ワーキング・グループを含む。）の開催や運営に要する会

議費、会場借料、消耗品費、資料作成費、その他の経費。 

d. 通信運搬費： 

本開発・実証の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料、及び機

械装置等運送費等。 

e. 光熱水料： 

本開発・実証の実施に直接使用するプラント及び機器等の運転等に要する電気、ガス及び

水道等の経費。事業所、オフィス等の光熱水料は対象外。 

f. その他（諸経費）（設備施設料、その他特別費）： 

本開発・実証の実施に必要な設備、施設使用等に要する経費であって、事務局と事前協議

により支出するもの。又は、本開発・実証の実施に必要な経費であって他項に掲げられた項

目に該当しないが、特に必要と認められる経費であって、事務局と事前協議により支出する

もの。なお、クラウドサービス等の利用に係る経費は当該費用区分に計上してください。代

理店を通じてクラウドサービス等を利用する場合も同様となります。 

※本開発・実証におけるクラウドサービス等とは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud等

のクラウドプラットフォームに加え、OpenAI ChatGPT、Google Gemini等の生成 AIサービス

（API利用含む）を指します。 

※本事業においてクラウドサービス等を利用する場合は、再委託等承認申請が必要となりま

す。詳細については採択先決定後に別途ご連絡いたします。 

 

カ 一般管理費 

ア～オの直接経費（消費税及び消費税相当額を除く。）に一般管理費率を乗じた額。原則とし

て、一般管理費率は 10 ％以内とします。 

 

キ 再委託費・外注費 

本開発・実証を行うために必要な経費の中で、技術開発主体が直接実施することができないも

の、又は適当でないものについて、他の事業者に再委託・外注するために必要な経費（他の経費

項目に含まれるものを除く。）をいいます（準委任契約、請負契約の契約形態を問いませ

ん。）。事務局との事前協議に基づき、その必要性及び妥当性が認められた経費のみを対象とし

ます。 

 再委託は、本開発・実証における企画立案・遂行管理等の業務のうちその本質的な部分、並び

に、技術的検討等の開発・実証に係る本質的な部分を委託することを指します。 

 外注の例としては、実施手法を具体的に指定した上での検証作業の委託、仕様を具体的に指定

した上でのプログラム作成の委託、シンポジウム等の開催に係る集客・議事録作成等を想定し

ています。 

 ただし、代理店を通してクラウドサービス等を利用する場合、費用区分は再委託費・外注費で

はなく、その他（諸経費）（設備施設料、その他特別費）に該当しますのでご注意ください。 

※本事業において再委託・外注を行う場合は、原則、再委託等承認申請が必要となります。

詳細については採択先決定後に別途ご連絡いたします。 

 

② 契約上支払対象とならない経費 

直接経費は、業務に直接必要な経費に限り、例えば、次の経費については、原則、計上の対象

外とします。 

 経費の振込に係る手数料 
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 技術開発主体の検査に係る経費 

 経理事務に従事する場合の人件費、及び経理事務のために発生した経費 

 業務に直接係わらない事務的な打合せに係る経費 

 事務局の検査を受検するために要する旅費・交通費 

 知的財産の管理に係る経費 

 オフィスの賃借料等、維持管理費用（本開発・実証に直接用いる資機材の保管等に必要な 

スペースを確保するための不動産賃借は経費対象に含めることができる） 

 賃借物件等の保証金、敷金、仲介手数料 

 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等 のための

弁護士費用 

 公租公課、保険料 

 学会登録料、為替差損、特許出願に係わる経費等 

 業務従事者等が事務用品等として間接的に用いる一般事務用品や消耗品の類（例えば、コピ

ー機、コピー機のトナー、プリンタ、プリンタのインクカートリッジ、印刷用紙や文房具等

の事務用品、机等の事務機器、一般書籍、新聞、雑誌等。） 

 事故対応に要する一切の費用（取材行為への対応、現状復旧、補償を含む。） 

 取得財産を滅失又は毀損した場合における、当該取得財産についての補修、部品の取替、製

造等に要する一切の費用 

 国や地方公共団体が実施する補助事業又は交付金事業における、当該補助金や交付金以外の

自己資金部分への充当 

 

③ 購入機器等の管理 

本開発・実証により技術開発主体が業務委託契約に基づき取得した物品（設備備品費で購入し

た機械装置等）の所有権は、本開発・実証の実施期間中は技術開発主体に帰属します。技術開発

主体には本開発・実証の実施期間中、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

管理のため、本開発・実証の購入物品であることを、管理簿に登録するとともに、物品にシー

ルを貼るなどの方法により、明示してください。なお、取得した物品（試作品を含む。）の本開

発・実証終了後の取扱いについては、社会実装に向け有効に活用頂くことを前提に、個別に決定

します。 

 

7. 成果の取扱い 

(1) 成果報告書等 

業務統括責任者は、本開発・実証終了時に成果報告書等の納入成果物を取りまとめ、総務省が

事務局を通じて指定する期日までに提出してください。なお、指示による修正を全て行う必要が

あります。成果報告書等は、総務省が別途指定するホームページ等に公開します。また、業務統

括責任者は、技術開発主体の受託に係る費用の支出実績を取りまとめた経理処理関連書類等を、

契約書に定める時期までに提出するものとします。 

 

(2) 結果の公表 

a. 論文、パンフレット、メディア（新聞、テレビ等）において、本開発・実証に係る活動又は

成果を公表する場合には、本開発・実証期間内において、事前にその内容を事務局を経由し

て総務省に連絡していただきます。なお、総務省に報告していない内容の公表は、本開発・

実証期間内において原則として不可とします。公表することとなった成果については、事業

方針や知的財産権に注意（出願前に成果の内容を公開した場合、新規性が失われるため、一
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部例外を除き、知的財産権を取得することができなくなります。）しつつ、国内外の学会、

マスコミ等に広く公表し、成果の公開・普及に努めてください。 

b. 公表にあたっては、本開発・実証に係る活動又は成果であることを明記するものとします。 

c. 本開発・実証の成果については、本開発・実証終了後、総務省又は事務局が、発表会や、冊

子等により公表する場合があります。その際、技術開発主体に協力を求めることがあります

ので御承知おきください。 

 

(3) 成果に係る知的財産権の帰属等 

成果に係る知的財産権の帰属については、本実施要領に付属する「業務委託（請負）契約書

（案）」をご確認ください。 

 

8. その他応募にあたっての注意事項 

(1) 虚偽の申請に対する対応 

本開発・実証に係る申請内容において虚偽行為が明らかになった場合、業務委託契約を取り消

し、損害賠償等を技術開発主体に求める場合があります。 

 

(2) 指名停止を受けた場合の取り扱い 

応募受付期間中に談合等によって総務省から指名停止措置を受けている者が参画予定である応

募は受け付けません。なお、応募受付期間終了後、採択までの間に参画予定者が指名停止措置を

受けた応募は、不採択とします。 

 

(3) 秘密の保持 

本開発・実証に関して総務省又は事務局から開示された業務上の秘密がある場合、契約期間の

内外にかかわらず、これを決して第三者に漏らさないでください。当該秘密を第三者に開示した

い場合は、事前に事務局を通じて総務省と協議する必要があります。 

 

(4) サプライチェーンや事故等のリスクマネジメント 

① サプライチェーンリスク対応 

サプライチェーンリスク対応に関して、以下に掲げる事項を満たすこと等を証するため、サプ

ライチェーンリスク対応に関する実施体制等を提案書に記載してください。 

また、業務に利用する情報システム・機器の提供事業者及びその製品について、機器名、機器の

種類、型番、開発供給計画認定実績の有無（特定高度情報通信技術活用システムに該当する場合

に限る。）、製造企業（名称及び本店又は主たる事務所の所在地（国））、対象機器の製造国、

販売企業（名称及び本店又は主たる事務所の所在地（国））、技術提供企業（ソフトウェア・ラ

イセンス提供を含む。名称及び本店又は主たる事務所の所在地（国））、役務提供企業（名称及

び本店又は主たる事務所の所在地（国））を提案書に記載してください。 

対象とする情報システム・機器は、業務の実施のために構築する実証環境（データ計測、解析

用設備を含む。）を構成する情報システム・機器のうち、通信回線装置、サーバ装置、端末、特

定用途機器、ソフトウェア、周辺機器及び外部電磁的記録媒体とします。具体的な定義は、「IT 

調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（令和 7年 7月 1日一

部改正、https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/kihon-2/IT_moushiawase.pdf）を参照してくだ

さい。 

https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/kihon-2/IT_moushiawase.pdf
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上記の情報システム・機器には、本開発・実証事業のために構築する環境を構成する機器のう

ち、データ処理設備、伝送路設備（光ファイバを用いたもの）、無線通信機器、端末、検証デー

タ計測・解析用設備を含みます。 

業務に利用する役務の提供事業者及び役務（システム開発、運用・保守、通信サービス、クラ

ウドサービスの提供、電子証明書、ドメイン、端末等の破棄、データの管理・処理）について

は、外注の事前承諾の際にサプライチェーン対応について事務局が確認します。その際、必要な

情報提供を求めますので、了承願います（情報システム・機器に準じる。）。 

 

ア 要求するサプライチェーン対応 

 技術開発主体は、業務に利用する物品（ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下

同じ。）について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等

のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在する

と技術開発主体が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以

下「ソースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他総務省及び事務局の意図せざる

変更を行ってはならないものとします。 

 技術開発主体は、業務に利用する物品について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り

得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他総務省及び事務局の意図せざる変更が行わ

れないように相応の注意をもって管理しなければならないものとします。 

 技術開発主体は、業務に利用する物品について、障害等リスクを引き起こすこと等により公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影

響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（技術開発主体がその

存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国

において広く普遍的に受け入れられているものを除く。）を直接又は間接に導入し、又は組

込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任

意の方法により確認又は判定するものとします。 

 上記のほか、技術開発主体は、サプライチェーンリスク（業務に利用する物品の取扱いに係

るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込

みその他総務省及び事務局の意図せざる変更が行われるリスクをいう。）に確実に対応しな

ければならないものとします。 

 

イ その他本開発・実証において利用する物品の要求機能・性能 

 本開発・実証において利用する物品は、障害等リスクが潜在すると技術開発主体が知り、又

は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他総務省及び事務局の意図せざる変更

が行われていないものでなければならないものとします。 

 本開発・実証において利用する物品は、障害等リスクが潜在すると技術開発主体が知り、又

は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他総務省及び事務局の意図せざる変更

が行われない相応の管理その他の技術開発主体（下請負者、再委託先等を含む。）による適

正な品質管理の下で製作されたものであって、その品質を保証されたものでなければならな

いものとします。 

 本開発・実証の実施にあたり、技術開発主体（下請負者、再委託先等を含む。）は、本開

発・実証において利用する物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク

（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、

プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他総務省及び事務局の意図せざる変

更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとします。 
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② 資本関係・役員の情報等に関する情報提供 

・ 技術開発主体は、資本関係・役員の情報、本開発・実証の実施場所、業務従事者の所属・専

門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報を提示する

ものとします。 

・ 本開発・実証に係る業務従事者を限定するものとします。また、全ての業務従事者の所属、

専門性（資格等）、実績及び国籍について掲示するものとします。本開発・実証の実施期間

中に業務従事者を変更する場合は、事前に事務局を通じて総務省の確認を得るものとしま

す。 

・ 再委託等を行う場合、技術開発主体は、再委託先等の資本関係・役員等の情報、業務の実施

場所、作業要員の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績・国籍

等に関する情報の提供を行うとともに、再委託した事業に対して意図せざる変更が加えられ

ないための十分な管理体制がとられることを、事務局を通じて総務省に報告し、確認を得る

ものとします。 

 

 

③ 事故等のリスクマネジメント 

本開発・実証に係る業務の履行等において発生した「すべての事故」を対象に、再委託先等

（再々委託先等を含む。）及び外注先の行為に起因する労働災害、死傷公衆災害及び物損公衆災

害、ならびに、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先が死傷したもらい事故に関する

報告を速やかに行う必要があるものとします。 

 

ア 対象者 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先に対しても適用します。 

 

イ 用語の定義 

a. 労働災害（業務作業が起因して、業務関係者が死傷した事故） 

・ 業務関係作業が起因して、業務関係者が死亡または負傷した事故 

・ 業務用車両（レンタカーを含む。）による機材などの輸送作業が起因して業務関係者が死亡 

・ あるいは負傷した事故。 

b. もらい事故（第三者の行為が起因して、業務関係者が死傷した事故） 

・ 当該関係者以外の第三者が起因して業務関係者が死亡あるいは負傷した事故 

c. 死傷公衆災害（業務作業が起因して、当該業務関係者以外の第三者が死傷した事故） 

・ 業務関係者作業及び輸送作業が起因して当該業務関係者以外の第三者が死傷した事故 

d. 物損公衆災害（業務作業が起因して、当該業務関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事

故） 

・ 業務関係者作業及び輸送作業が起因して当該業務関係者以外の第三者の資産に損害が生じた

事故 

e. 輸送作業 

・ （通勤途上での交通事故を除く。） 

 

ウ 処理の流れ 

事故が発生した場合は、次に示す「初動対応」、「応急処置」、「事後対策」の各段階に応じ

て 適切に処理するものとします。 

 

a. 初動対応 

 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、業務履行中に事故が発

生した場合は、直ちに事務局の担当に通報（報告）しなければならないものとします。(事
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務局に対して、事故発生後（事故の可能性や異変（例：レンタカーの車の傷）を知ったとき

から）１時間以内に第１報を入れること。) 

 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、随時、事故内容を事務

局担当に「事故報告（第〇報）」等により、報告しなければならないものとします。 

 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、事故に係る被害状況・

原因等の情報収集に努め、報告内容に変更があった場合は遅滞なく事務局担当へ報告しなけ

ればならないものとします。 

 

b. 応急措置 

 事故の影響に対する危険回避措置 

➢ 技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、事故の重大性、緊

急性等を勘案し、適切な措置を執らなければならないものとします。 

➢ 輸送作業に伴う事故に関しては、運転者は、直ちに運転を中止するとともに、負傷者の

救護、道路における危険を防止する等の必要な措置、警察官への連絡を行わせることを

徹底するものとします。 

 死亡事故の場合の措置 

➢ 現状保存対策等を実施するとともに、警察署等に協力しなければならないものとしま

す。 

 

c. 事後対策 

・ 総務省及び事務局は技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先に対

し、必要に応じて、事故報告書の提出を求める場合があるものとします。また、必要に応じ

事故に関する調査や委員会を実施する場合があるため、技術開発主体は当該委員会等に参加

しなければならないものとします。 

 

エ その他 

業務履行中に事故が発生した場合の被害者対応、報道対応、事故の原因究明等を含む事故対応

は、原則として、事故を発生せしめた事故当事者が実施するものとします。 

事故発生に関する最初の記者会見、プレスリリース等は、原則として、事故当事者において、

実施することとします。ただし、事前に総務省及び事務局に発表する内容を報告等するものとし

ます。 

 

(5) 情報管理の適正化について 

① 本開発・実証の実施体制 

本開発・実証の実施にあたって技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注

先は以下の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に協議するものとします。 

・ 契約の履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい、契約を履行する業務に従事する業務統括

責任者、業務責任者、情報セキュリティ対策責任者、個人情報保護・管理責任者、情報保全

監督責任者、委託先管理責任者、経理責任者、経費支出監督責任者、連絡担当者 を確保する

こと。なお、技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先によって、設

置要否が異なる点に留意すること。 

・ 上記業務に従事する者が、契約の履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、

資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有すること。 
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② 情報セキュリティ等 

ア 情報セキュリティを確保するための体制の整備 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先ごとに情報セキュリティ対策

を確実かつ継続的に実施するための責任者を定め（以下「情報セキュリティ対策責任者」とい

う。）、個別の対策の実施・点検・改善等を行う体制（以下「情報セキュリティを確保するため

の体制」という。）を整備し、本契約に係る業務の着手に先立ち、応募書類としてその概要を示

す資料を提示してください。契約期間中、整備した情報セキュリティを確保するための体制を維

持してください。 

また、採択後に本開発・実証業務の実施に係る誓約書及び情報保全の履行体制構築に関する確

約書を提出いただきます。 

情報セキュリティを確保するための体制には、情報セキュリティ対策業務を中心とした部門を

参加させてください。技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、事務

局からの求めがあった場合に、技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先

の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所に関する情報、業務従事者の所属・専門性（情報セ

キュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報を提供してください。技術開

発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、本契約に係る業務の作業を、セキ

ュリティが確保された安全な場所において行ってください。 

 

イ 対策の履行が不十分な場合の対処 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先の責任者は、本契約に係る業

務の遂行における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を総務省又は事務局が認め

る場合には、総務省又は事務局の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応をとるものとしま

す。 

 

ウ 情報の機密保持 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、本契約に係る業務の実施

のために総務省又は事務局から提供する情報及び当該業務の実施において知り得た情報につい

て、以下の事項を遵守するものとします。ただし、既に公知である情報については、この限りで

はありません。 

・ 本開発・実証に係る業務にのみ使用し、他の目的には使用しないこと。 

・ 本開発・実証に係る業務を行う者以外には機密とすること。 

 

エ 情報の保護（情報保護・管理要領） 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、本開発・実証に係る業務

の実施のために総務省又は事務局から提供する情報について、十分な管理を行うものとします。

なお、技術開発主体は、約款による外部サービスの利用で総務省又は事務局から提供する個人情

報をはじめとする要機密情報を取り扱うことはできないものとします。 

 

オ 監査証跡の取得 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、本開発・実証に係る業務

の実施に使用する情報システム等において不正なアクセスが行われていないかを確認するため

に、監査証跡を取得するものとします。 また、必要に応じて監査証跡を分析の上、その結果に

ついて総務省又は事務局へ報告するものとします。不正なアクセス又はそのおそれが確認された

場合には、遅くとも 1時間以内に事務局に報告するものとします。 
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カ 機密情報の保存場所に係る制限 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、本開発・実証に係る業務

の実施のために取得し、処理する要機密情報を、全て国内法が適用される場所に保存するものと

します。 

 

キ 情報セキュリティが侵害された場合の対処 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、本開発・実証に係る業務

の遂行において情報セキュリティが侵害された場合及びそのおそれがある場合に備え、事前に連

絡体制を策定するとともに、証跡（例：ログ、機器など事象の精査に必要なもの）の取得・分析

が可能な体制を整備し、事務局を経由して総務省に提示するものとします。証跡の取得・分析が

可能な体制の整備にあたっては、当該業務の遂行する担当者以外の専門部署（例：セキュリティ

担当、構築担当など）の関与を含めるものとします。 また、本開発・実証に係る業務の遂行に

おいて情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがある場合には、以下に従って対処す

るものとします。 

作業中に、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合には、業務を

一時中断するなどの必要な措置を講じた上で、直ちに、事務局に、口頭にてその旨第一報を入れ

ること。事務局への第一報は、情報セキュリティインシデントの発生を認知してから遅くとも 1 

時間以内に行われるように留意して行うものとします。 

当該第一報が行われた後、発生した日時、場所、発生した事由、関係する技術開発主体、再委

託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先の作業者を明らかにし、平日の 10 時から 18 時の

間は 1 時間以内に、それ以外の時間帯は 8 時間以内に事務局に報告するものとします。また、

当該報告の内容を記載した書面を遅延なく事務局に提出するものとします。 

総務省及び事務局の指示に基づき、対応措置を実施するものとします。また、対応措置を実施

するにあたっては、当該業務の関係法令等（例：個人情報保護法、一般データ保護規則など）で

求められる対応事項及び報告期限等を厳守するものとします。情報セキュリティが侵害された場

合としては、以下に示す事象が想定されます。 

・ マルウェア、ランサムウェア等の不正プログラムへの感染（技術開発主体、再委託先等

（再々委託先等を含む。）及び外注先におけるものを含む。） 

・ DDoS 攻撃等のサービス不能攻撃によるシステムの停止（技術開発主体、再委託先等（再々

委託先等を含む。）及び外注先におけるものを含む。） 

・ 情報システムへの不正アクセス（技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び

外注先におけるものを含む。） 

・ 書面又は外部電磁的記録媒体の盗難又は紛失（技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を

含む。）及び外注先におけるものを含む。） 

・ 個人情報をはじめとする要機密情報の流出・漏えい・改ざん（技術開発主体、再委託先等

（再々委託先等を含む。）及び外注先におけるものを含む。） 

・ 異常処理、SSL 証明書有効期限切れ等による長時間のシステム停止（技術開発主体、再委託

先等（再々委託先等を含む。）及び外注先におけるものを含む。） 

・ 総務省又は事務局が技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先に提供

した又はアクセスを認めた総務省及び事務局の業務の情報の目的外利用又は漏えい 

・ アクセスを許可していない総務省又は事務局の情報への技術開発主体、再委託先等（再々委

託先等を含む。）及び外注先のアクセス 

 

情報セキュリティが侵害された場合は、技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）

及び外注先は自己の責任と負担において原状回復、信用維持その他一切の措置を講じるものとし

ます。 



 

22 

 

また、本開発・実証において国の安全に関する重要な情報を取り扱う場合、情報セキュリティ

の侵害による被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、事務局の求め

に応じてこれらの記録類を引き渡すものとします。 

 

ク 情報セキュリティ対策の履行状況の確認等に関する事項の周知 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、総務省又は事務局から、

本開発・実証に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況に関する以下の事項の

報告を求められた場合は、速やかに回答するものとします。 

・ 本実施要領において求める情報セキュリティ対策の実績 

・ 技術開発主体に取り扱わせる総務省及び事務局の情報の機密保持等に係る管理状況 

 

ケ 情報の取扱い 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、取扱制限の明示等がなさ

れている場合には、当該取扱制限の指示内容に従って当該情報を取り扱うものとします。保存さ

れた情報の保存期間が定められている場合には、当該情報を保存期間が満了する日まで保存する

ものとします。また、当該情報である電磁的記録又は重要な設計書について、滅失、消失又は改

ざんされるおそれが大きく、業務の遂行に支障を及ぼす可能性が高いと判断されるときは、バッ

クアップ又は複写を取得するものとします。 

 

コ 外部電磁的記録媒体に保存した情報の保護 

技術開発主体、再委託先等（再々委託先等を含む。）及び外注先は、情報を外部電磁的記録媒

体に保存する場合は、管理簿を作成し、当該外部電磁的記録媒体を放置せずに、施錠可能な保管

庫、棚等に施錠保管するものとします。また、外部電磁的記録媒体が主体認証機能や暗号化機能

を備えるセキュアな外部電磁的記録媒体である場合、これに備わる機能を利用するものとしま

す。なお、外部電磁的記録媒体の使用は、ほかに代替手段がない真に必要な場合に限るとし、使

用後は、保存した情報について完全に削除するものとします。 

 

サ クラウドサービス等の利用 

クラウドサービス等の利用に関しては、本開発・実証において要機密情報を取り扱わないもの

とし、以下を措置するものとします。 

・ クラウドサービス等の利用にあたっては、利用価格等を問わず、再委託の承認事項としま

す。代理店を通して調達する場合も同様です。 

・ ISMAP に認定・登録されたクラウドサービス等の利用を推奨します。 

 

③ 情報セキュリティ監査の受け入れ 

・ 本開発・実証の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、総務省又

は事務局が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、総務省又は事務局が別に

定める実施内容（監査内容、対象範囲、実施者等）に基づく情報セキュリティ監査を技術開

発主体は受け入れるものとします。（総務省又は事務局が別途選定する事業者による監査を

含む。） 

・ 本開発・実証で利用する情報システムに、総務省又は事務局が意図しない変更が行われる等

の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、総務省及び総務省が指定する組織等並

びに事務局と連携して原因を調査・排除できる体制を整備するものとします。また、当該体

制を総務省又は事務局が書類等で確認できるものとします。 

・ 再委託等を行う場合は、再委託先等において意図せざる変更が加えられないための管理体制

について総務省又は事務局の確認（立入調査）を随時受け入れさせることを約すものとしま

す。 
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(6) 応募者に要求される事項 

・ 応募者は、本実施要領並びに提示する契約書を了知の上、応募するものとします。 

・ 応募者は、上記（5）の事項を踏まえて提案書にある「業務従事者の適格性に係る資料」を

記載してください。 

・ 応募者は、別に定めるところにより、本開発・実証において調達する物品の提供事業者並び

にその製品を記載してください。 

 

応募者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出、事務局との協議等に

応じる義務を負うものとし、必要な体制整備等がなされていないと判断された場合は不採択とな

りますので御注意ください。 

 

(7) 情報セキュリティ対策として実施する具体的な内容 

情報セキュリティ対策として実施する具体的な内容を提案書に記載してください。記載にあた

っては、以下の観点が含まれるように記載してください。 

 委託作業開始前の遵守事項 

 委託作業中の遵守事項 

 委託作業後の遵守事項 

 

(8) その他 

本事業の実施については、本実施要領のほか、今後新たに取決めを行うべき事項が生じた場合

に総務省が定める事項によるものとする。 

総務省が新たに定める事項については、以下総務省ホームページで公開するものとする。 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/taisakugijutsu_fy2026.html） 

また、本公募及び本実施要領に関する質問については、4.応募等 (3)応募手続等 ②応募方法

に記載の連絡先（事務局宛）までご連絡ください。なお、回答までにお時間をいただく場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。 

 

9. 法令等の遵守への対応 

本実施要領に記載するもののほか、関係法令・指針等に違反し、本開発・実証を実施した場合

には、本開発・実証停止や契約解除、採択の取消し等を行う場合があります。例えば、実施計画

に、許認可を必要とする開発・実証、相手方の同意・協力を必要とする開発・実証、個人情報の

取扱いの配慮を必要とする開発・実証などが含まれている場合には、法令等に基づく手続を適正

に実施していただく必要があります。 

海外への技術漏えいへの対処については、「外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 

号）」に基づき輸出が規制されている貨物や技術を輸出しようとする場合は、原則として、経済

産業大臣の許可を受ける必要があります。物の輸出だけではなく情報提供（設計図・仕様書・マ

ニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記憶媒体で提供

すること、作業知識の提供やセミナーでの技術支援等）も規制対象となります。 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/taisakugijutsu_fy2026.html
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別添１ 技術区分の詳細 

技術区分の詳細 1/4 
本開発・実証では、偽・誤情報による被害防止までのステップ別に、技術区分を以下のように整理しています。なお、令和 7年度 インタ

ーネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業と区分が異なる点に留意してください。 
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別添１ 技術区分の詳細 

技術区分の詳細 2/4 
また、昨年度事業から継続して、今年度事業でも、様々な種類の偽・誤情報の流通・拡散に対応していくため、画像・映像だけでなく音声

や文章を含むモーダルを対象範囲としています。 
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別添１ 技術区分の詳細 

技術区分の詳細 3/4 
ご参考まで、今年度対象としている技術区分に関する概要を以下に示します。 
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別添１ 技術区分の詳細 

技術区分の詳細 4/4 
（前頁続き） 

 

 

 
 


